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2025年 5月 9日 

 

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 4番 1号 

NISSOホールディングス株式会社 

代表取締役社長執行役員兼 CEO 清水 竜一 

 

愛知県名古屋市中区新栄一丁目 7番 7号 

Man to Manホールディングス株式会社 

代表取締役 田中 正次 

 

 

株式交換に関する事前開示事項 

 

NISSOホールディングス株式会社（以下「NISSOホールディングス」といいます。）及び

Man to Manホールディングス株式会社（以下「Man to Manホールディングス」といいます。）

は、2025年 4月 17日付で、NISSOホールディングスを株式交換完全親会社、Man to Manホ

ールディングスを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結し、当該契約に基づき株

式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことといたしました。 

本株式交換について、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 184 条並びに会社法

第 794条第 1項及び会社法施行規則第 193条に基づき、以下のとおり開示いたします。 

なお、本株式交換は、NISSO ホールディングスにおいて会社法第 796 条第 2 項に定める

簡易株式交換に該当します。 

 

記 

 

1. 株式交換契約の内容 

別紙 1のとおりです。 

 

2. 交換対価の相当性に関する事項 

（会社法第 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項） 

① 本株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当て

の相当性に関する事項本株式交換に係る割当ての内容 

 
NISSOホールディングス

（株式交換完全親会社） 

Man to Manホールディン

グス（株式交換完全子会

社） 

本株式交換に係る割当比 1 1,669 
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率（以下「本株式交換比

率」といいます。） 

本株式交換により交付す

る株式数 
株式交換完全親会社の普通株式：909,711株 

（注 1）本株式交換比率 

NISSOホールディングスは、Man to Manホールディングスの普通株式１

株に対して、NISSO ホールディングスの普通株式 1,669株を割当交付いた

します。 

（注 2）本株式交換により交付する株式数 

NISSO ホールディングスは、本株式交換に際して、NISSO ホールディン

グスの普通株式 909,711株を割当交付する予定です。NISSO ホールディン

グスが交付する株式については、NISSO ホールディングスが保有する自

己株式 909,711株（2024年 12月 31日現在の保有自己株数：1,030,259株）

を割り当てる予定であり、NISSO ホールディングスが新たに株式を発行

することは予定していません。 

 

② 本株式交換に係る割当ての内容の根拠及び理由 

NISSO ホールディングスは、本株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、

NISSO ホールディングス及び Man to Man ホールディングスから独立した第三者算

定機関として内村公認会計士事務所を選定し、両社の株式価値及び株式交換比率の

算定を依頼しました。 

内村公認会計士事務所から提出を受けた株式価値及び株式交換比率の算定結果並

びに NISSOホールディングスがMan to Manホールディングスに対して実施したデ

ューデリジェンスの結果等を踏まえて、Man to Manホールディングスの財務状況や

将来の見通し等を総合的に勘案し、当事者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交

換比率が妥当であると判断いたしました。 

 

③ 算定に関する事項 

ⅰ）算定機関の名称並びに NISSOホールディングス及びMan to Manホールディング

スとの関係 

内村公認会計士事務所は、NISSO ホールディングス及び Man to Man ホールディ

ングスから独立した算定機関であり、NISSO ホールディングス及び Man to Man ホ

ールディングスの関連当事者には該当せず、両社との間で重要な利害関係を有しま

せん。 

 

ⅱ）算定の概要 

内村公認会計士事務所は、NISSO ホールディングスの株式については、同社が東
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京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価

法により算定いたしました。具体的には、2025年 4月 16日を算定基準日として、算

定基準日の終値、算定基準日を含む直近 1ヶ月間、3ヶ月間及び 6ヶ月間の終値単純

平均値を算定の基礎として算定を行いました。 

その結果、市場株価法に基づき算定された NISSO ホールディングスの株式の１株

当たり株式価値の評価レンジは以下のとおりであります。 

算定方式 算定結果 

市場株価法 659円～771円 

一方、Man to Manホールディングスの株式については、同社が非上場会社であり、

市場株価が存在しないことから、市場株価法は採用できないものの、将来の事業活動

の状況を株式価値の評価に反映するためディスカウント・キャッシュ・フロー法（以

下「DCF 法」といいます。）を採用して算定を行いました。DCF 法においては、Man 

to Manホールディングスの財務予測（利益計画及びその他の情報を含みます。）に基

づく将来キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことで株式価値

を算定しています。 

その結果、DCF法に基づき算定された Man to Manホールディングスの株式の１株

当たり株式価値の評価レンジは以下のとおりであります。 

算定方式 算定結果 

DCF 法 932,622円～1,391,962 円 

内村公認会計士事務所は、本株式交換比率の算定に際し、NISSO ホールディング

ス及びMan to Man ホールディングスから提供を受けた情報及び一般に公開されてい

る情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、すべて正確かつ

完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証

を行っておりません。 

また、内村公認会計士事務所が DCF法に基づく算定の基礎として採用したMan to 

Man ホールディングスの財務予測において、大幅な増減益を見込んでいる事業年度

が含まれております。具体的には、NISSO ホールディングスグループとの連携によ

り取り扱う求人バリエーションの拡張等による採用人数の増加や定着率向上、NISSO

ホールディングスグループの強みである人材育成のノウハウを活用することにより

製造系職種を中心としたスキルの高いエンジニア人材の増加が見込まれることに加

え、両社が保有する大手自動車メーカーや半導体デバイスメーカーを中心とした顧

客基盤への営業施策の強化、IT・ソフトウェア領域における顧客拡大や単価アップ等

による売上増加を見込んでおります。また、両社の人的リソースやシステム運用等の

効率化によるオペレーションコストの低減も見込んでおります。その結果、営業利益

について、2025 年 6 月期は採用コストの高騰等による影響や、新たな事業開拓等を

目的とする人員投資による人件費増により前年度から 113 百万円の減益となるもの
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の、2026年 6月期は前年度から 322百万円の増益、2027年 6月期は前年度から 72百

万円の増益、2028 年 6 月期は前年度から 80 百万円の増益となると見込んでおりま

す。 

なお、Man to Man ホールディングスの財務予測については、NISSO ホールディン

グス及びMan to Manホールディングスの経営陣により現時点で得られる最善の予測

と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

 

④ 交換対価として NISSO ホールディングスの株式を選択した理由 

NISSO ホールディングス及び Man to Man ホールディングスは、本株式交換の交

換対価である NISSO ホールディングスの普通株式が東京証券取引所プライム市場

に上場されており、本株式交換後においても、取引機会が確保されていることから、

本株式交換の交換対価として、株式交換完全親会社となる NISSO ホールディングス

の普通株式を選択することが適切であると判断いたしました。 

 

⑤ 株式交換完全子会社の株主の利益を害さないように留意した事項 

NISSOホールディングスは、2025年 5月 30日付で、田中正次氏との間の 2025年

4月 17日付株式譲渡契約に従い、Man to Manホールディングスの発行済株式 2,000

株のうち、1,455 株（議決権所有割合：73%）を取得する予定です。 

NISSO ホールディングスは、NISSO ホールディングス及び Man to Man ホールデ

ィングスから独立した第三者である内村公認会計士事務所に NISSO ホールディン

グス及び Man to Man ホールディングスの株式価値及び株式交換比率の算定を依頼

し、その算定結果に基づき、それぞれの取締役会にて株式交換比率について協議し、

本株式交換を行うことを決議しました。 

また、NISSO ホールディングス及び Man to Manホールディングスは、Man to Man

ホールディングスの株主に対し、事前に本株式交換について説明し、その承諾を得

ております。 

 

(1) 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する定めの相当性に関する事項 

本株式交換に際し増加する NISSO ホールディングスの資本金及び準備金の額は、

会社計算規則第 39 条の規定に従い、NISSO ホールディングスが別途適当に定める

金額とします。かかる取り扱いは、法令並びに NISSOホールディングス及びMan to 

Manホールディングスの資本政策に鑑み、相当であると判断しております。 

 

3. 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

（会社法第 768条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項を含む。） 
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該当事項はありません。 

 

4. 株式交換完全子会社に関する事項 

(1) 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

Man to Manホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容は別紙 2の

とおりです。 

(2) 株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類

等の内容 

該当事項はありません。 

(3) 株式交換完全子会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

5. 株式交換完全親会社に関する事項 

(1) 株式交換完全親会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

NISSOホールディングスの最終事業年度に係る計算書類等の内容は別紙 3のとお

りです。 

(2) 株式交換完全親会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類

等の内容 

該当事項はありません。 

(3) 株式交換完全親会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

6. 株式交換が効力を生ずる日以後における株式交完全親会社の債務の履行の見込みに関

する事項 

本株式交換につき、会社法第 789条第 1項又は会社法第 799条第 1項の規定により異

議を述べることのできる債権者はおりませんので、該当事項はありません。 

 

7. 本株式交換の効力発生日までに上記各事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

上記各事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を開示いたします。 

以上 
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別紙 1 株式交換契約 

 

（添付のとおり） 
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株式交換契約書 

 

NISSO ホールディングス株式会社（以下「甲」という。）及び Man to Man ホールディングス株

式会社（以下「乙」という。）は、甲及び乙の株式交換に際し、次のとおり株式交換契約（以下

「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（株式交換の方法） 

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子

会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、乙の発行済株式の全部を

取得する。 

 

第 2 条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に掲げるとおりである。 

(1) 甲 ：株式交換完全親会社 

商号：NISSOホールディングス株式会社 

住所：神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号 

(2) 乙 ：株式交換完全子会社 

商号：Man to Manホールディングス株式会社 

住所：愛知県名古屋市中区新栄一丁目7番7号 

 

第 3 条（株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換の効力発生時点の直前の乙の株主名簿に記載又は記

録された乙の株主（但し、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対して、乙の株

式に代わる金銭等として、その保有する乙の株式数の合計数に 659 分の 1,100,000 を乗じて得

た数の甲の株式を交付する。 

2. 前項の対価の割当てについては、本割当対象株主に対し、その保有する乙の株式数に 659 分

の 1,100,000 を乗じて得た数の甲の株式を割り当てる。 

3. 甲が前二項に従って本割当対象株主に対して交付する甲の株式の数に 1 株に満たない端数が

ある場合、会社法第 234 条その他の関連法令の規定に基づき処理するものとする。 

 

第 4 条（資本金及び準備金の額） 

本株式交換に際し増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規定に従い

甲が別途適当に定める金額とする。 

 

第 5 条（効力発生日） 

本株式交換の効力発生日は、2025 年 6 月 1 日とする。但し、本株式交換の手続の進行に応じ

必要があるときは、甲乙協議のうえこれを変更することができる。 
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第 6 条（株主総会の承認決議） 

1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに、本株式交換を行う

ものとする。 

2. 乙は、会社法第 783 条第 1 項の規定に基づき、株主総会の決議（同法第 319 条第 1 項の規定

により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。）によって、本契約の承認

を得るものとする。 

 

第 7 条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約の締結日から本株式交換の効力発生日まで、善良なる管理者の注意をも

って、業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重要な影響を及ぼすおそれ

のある事項については、あらかじめ甲乙協議のうえ実行するものとする。 

 

第 8 条（本契約の変更及び解除） 

本契約の締結日から本株式交換の効力発生日までの間、天災その他の事由により、甲又は乙

の財政状態又は経営成績に重大な変動を生じたときは、甲及び乙は協議し、書面による合意の

うえ本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 9 条（契約の効力） 

本株式交換は、以下の各号に定める事項が全て充足されていることを条件として、その効力

を生じるものとする。 

(1) 本株式交換の効力発生日の前日までに、乙の株主総会の決議により本契約の承認が得られ

たこと 

(2) 本株式交換の効力発生日の前日までに、甲及び田中正次（以下「丙」という。）の間で締

結する2025年4月17日付株式譲渡契約に基づく株式譲渡が実行され、甲が丙から乙の普通株

式1455株を適法かつ有効に取得したこと 

 

第 10 条（協議事項） 

 本契約に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙

互いに誠意をもって協議のうえ決定する。 
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以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有す

る。 

 

 2025 年 4 月 17 日 

 

 

甲：  神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 4 番 1 号 

NISSO ホールディングス株式会社 

                  代表取締役社長執行役員兼 CEO 清水 竜一 

 

 

乙：  愛知県名古屋市中区新栄一丁目 7 番 7 号 

Man to Man ホールディングス株式会社 

代表取締役 田中 正次 
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別紙 2 株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

（添付のとおり） 













 

事 業 報 告 書 

 

 

（第３３期） 

自 ２０２３年 ７月 １日 

至 ２０２４年 ６月３０日 

 

 

Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホールディングス株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．株式会社の状況に関する重要な事項 

（１） 当社の概要 

当社の概要は以下のとおりになります。 

商号 Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホールディングス株式会社 

本店所在地 愛知県名古屋市中区新栄一丁目７番７号 

設立年月日 1991 年 7 月 12 日 

資本金 50 百万円（2024 年６月 30 日現在） 

発行済株式総数 2,000 株（2024 年６月 30 日現在） 

代表者 代表取締役 田中 正次 

主要な事業内容 

・Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ（注）全体の経営戦略の策定 

・Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ事業会社の経営管理 

・Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ全体の広報 など 

（注）Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループとは、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホールディングス及びそ

の子会社・関連会社により構成される企業集団をいいます。 

 

（２） 事業の経過及びその成果 

当連結会計年度においては、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ各社の経営活動を支援・監督

する持株会社としての機能に専念し、事業活動の安定運営に努めました。 

収益面においては、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ各社から配当金収入（総額約 3 億円、

前期比 1.5 億円増。）を計上し、財務基盤の維持・強化を図りました。今後も、Ｍａｎ ｔ

ｏ Ｍａｎグループ全体の企業価値向上に資する経営管理体制の強化に取り組んでまいり

ます。 

その結果、連結業績は以下のとおり推移しました。 

売上高 61 百万円 

営業利益又は営業損失（△） △82 百万円 

経常利益 231 百万円 

当期純利益 257 百万円 

 

また、当会計年度末における財政状態の概要は以下のとおりになります。 

資産総額 2,524 百万円 

負債総額 2,241 百万円 

純資産額 283 百万円 

 

（３）対処すべき課題 

① 市場環境の変動リスク 

主力事業である労働者派遣事業において、派遣社員数が前々期比で減少しており、今後の



収益基盤維持に向けた人材確保及び定着施策の強化が課題となっております。また、国内に

おける労働力人口の減少により、派遣労働市場の縮小リスクが存在しています。 

これらの課題に対応するため、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループは人材採用力・定着率向上

施策の推進とともに、法令遵守体制の更なる強化に努めてまいります。 

 

② サプライチェーンの不安定化リスク 

Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループは、自動車関連産業向けの人材サービスに強みを有して

おりますが、取引先業界の業績に連動した人材需要の変動リスクを抱えています。特に、一

部取引先においては、近年の市況悪化等を背景に業務量減少の傾向が見られており、今後も

景況悪化が継続した場合、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループの収益に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

③ 人材確保・育成の課題 

労働力人口の減少を背景に、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループにおいても人材の確保及び

定着が一層困難になっております。また、企業ニーズの高度化に伴い、就業者のスキル向上・

人材育成の必要性が高まっており、これらに対応するための教育体制の強化が今後の重要

な課題となっております。 

 

④ グループガバナンス体制強化の必要性 

Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループにおいては、各事業会社の経営活動に対するモニタリン

グ・支援機能を強化する必要性が高まっております。特に、Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎグループ

全体の内部統制体制及びコンプライアンス遵守体制の強化を通じて、リスクの早期発見・抑

止を図ることが重要な課題となっております。 

 

（４）設備投資についての状況 

当会計年度において、特筆すべき設備投資、重要な設備の除却又は売却はありません。 

 

（５）資金調達についての状況 

当会計年度において、新たな資金調達はありません。 

 

（６）直前三事業年度の財産及び損益の状況 

 第 30 期 

2021 年 6 月期 

第 31 期 

2022 年６月期 

第 32 期 

2023 年６月期 

第 33 期 

2024 年６月期 

（当事業年度） 

売上高 179 百万円 179 百万円 53 百万円 61 百万円 

経常利益 259 百万円 79 百万円 16 百万円 231 百万円 



当期純利益 

又は当期純損失

（△） 

194 百万円 78 百万円 27 百万円 257 百万円 

１株当たり当期 

純利益 

又は当期純損失

（△） 

97,390.73 円 39,124.87 円 13,710.33 円 128,801.48 円 

総資産 2,451 百万円 2,428 百万円 2,577 百万円 2,525 百万円 

純資産 △79 百万円 △２百万円 26 百万円 283 百万円 

１株当たり純資

産 
△39,933.56 円 △808.69 円 12,901.64 円 141,703.12 円 

（注）「１株当たり当期純利益」については､企業会計基準第 2 号「1 株当たり当期純利益に

関する会計基準」に従って算定しております｡ 

 

（７）重要な親会社及び子会社の状況 

① 重要な親会社の状況 

該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 

会社名 資本金 当社の議決権比率（％） 主要な事業内容 

Ｍ ａ ｎ  ｔ ｏ 

Ｍａｎ株式会社 
50 百万円 100.00 

有料職業紹介事業、労働者派遣

事業、再就職支援事業、生産・物

流業務のアウトソーシング事

業、コンサルティング事業 

Ｍ ａ ｎ  ｔ ｏ 

Ｍａｎ Ａｓｓ

ｉｓｔ株式会社 

75 百万円 100.00 生産受託業務、物流受託業務 

Ｍ ａ ｎ  ｔ ｏ 

Ｍａｎ Ａｎｉ

ｍｏ株式会社 

30 百万円 100.00 

障害者の雇用促進、活躍の場の

創出を前提とした事業 

Web・Web システム開発事業、

行政受託事業、RPA 事業／RPA

教育事業、障害者雇用支援事業、

居住支援事業 

Ｍ ａ ｎ  ｔ ｏ 

Ｍａｎ Ｐａｓ

ｓｏ株式会社 

30 百万円 100.00 

障害者総合支援法に基づく障害

福祉サービス、就労移行支援事

業、就労定着支援事業、児童福祉



法に位置付けられた障害のある

就学児への自立支援事業、障害

者の就職に向けたトレーニン

グ、ＩＴ技術者の育成のための

教育 

 

（８）主要な営業所 

 当社の主要な営業所は以下のとおりです。 

拠点名称 住所 

Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎホール

ディングス株式会社 本社 
愛知県名古屋市中区新栄一丁目 7 番 7 号 

 

（９）使用人の状況（2024 年６月 30 日現在） 

当会計年度末日時点における当社の使用人の状況は以下のとおりです。 

区分 従業員数 前会計年度末比 平均年齢 

正社員 ２ ― 48 歳 

嘱託社員 １ ― 67 歳 

役員 ６ ― ― 

合計 ９ ― ― 

 

（10）主要な借入先及び借入額 

当会計年度末日時点における主要な借入先及び借入額は以下のとおりです。 

 

① ⾧期借入金の状況 

借入先名称 期末現在高（円） 期中の支払利子額（円） 担保の内容 

りそな銀行／名古屋支

店 
79,501,000   

十六銀行／名古屋支店 138,534,000   

三菱 UFJ 銀行／名古屋

営業部 
371,992,059   

百五銀行／中村支店 178,651,000   

商工組合中央金庫／熱

田支店 
218,938,000   

名古屋銀行／港支店 46,431,000   

中京銀行／本店営業部 390,160,000   



大垣共立銀行／名古屋

支店 
103,123,000   

北陸銀行／金山橋支店 41,278,000   

愛知銀行／金山支店 118,893,000   

⾧期借入金合計 1,687,501,059   

 

② その他借入金の状況 

借入先名称 期末現在高（円） 期中の支払利子額（円） 担保の内容 

りそな銀行／名古屋支

店 
4,572,000  一年以内返済分 

十六銀行／名古屋支店 7,932,000  同上 

三菱 UFJ 銀行／名古屋

営業部 
21,408,000  同上 

百五銀行／中村支店 10,224,000  同上 

商工組合中央金庫／熱

田支店 
12,540,000  同上 

名古屋銀行／港支店 2,664,000  同上 

中京銀行／本店営業部 21,588,000  同上 

大垣共立銀行／名古屋

支店 
5,904,000  同上 

北陸銀行／金山橋支店 2,364,000  同上 

愛知銀行／金山支店 6,804,000  同上 

  36,901,006  

その他借入金合計 96,000,000 36,901,006  

 

２．特定完全子会社に関する事項 

名称 住所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額 

Ｍ ａ ｎ  ｔ ｏ 

Ｍａｎ株式会社 

愛知県名古屋市中区新

栄一丁目７番７号 
633,993,400 円 2,524,447,674 円 

 

以上 
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別紙 3 株式交換完全親会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

（添付のとおり） 
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